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○日本年金機構ホームページ（特設ページ）では年金受給者の方向けの案内や「氏名変更のお知ら

せ」の見本（PDFファイル）を掲載しています。ご案内の際は併せてご活用ください。

＜日本年金機構ホームページURL＞

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html

○戸籍等に記載された氏名のフリガナが年金記録の氏名のフリガナと同じ場合は、年金関係の手続き

は原則不要ですが、年金記録の氏名のフリガナと異なる場合は、年金関係の手続きが必要になる可

能性があります。

年金関係の手続きが必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」をお送りしま

す。「氏名変更のお知らせ」が届いた等のご相談を受けた場合は、次の手続きをご案内ください。

「変更後の氏名」のフリガナが年金の受取先金融機関の口座名

義と一致しているかご確認いただき、相違している場合は、金

融機関で口座名義変更の手続きを行っていただくようご案内く

ださい。

また、年金証書の氏名を変更しますので、「氏名変更のお知ら

せ」に同封している「年金証書引換届」を市区町村窓口ではな

く、お近くの年金事務所へご提出いただくよう、併せてご案内

ください。（郵送でも受付します。）

※「変更後の氏名」を「変更前の氏名」に訂正する場合

市区町村の戸籍のフリガナ変更に係る窓口をご案内ください。

また、市区町村で氏名訂正の手続きをした後、氏名を変更した

旨を、電話等でお近くの年金事務所へご連絡いただくようご案

内ください。

※年金記録の氏名のフリガナが年金受取先金融機関の口座名義と相

違している場合、一時的に年金の振込ができなくなることがあり

ますので速やかにお手続きいただくようご案内をお願いします。

＜氏名変更のお知らせ（見本）＞

○ 「かけはし」第99号（令和８年３月発行）等において、戸籍の氏名のフリガナを変更される年金受

給者へのご案内をお願いしたところです。令和７年５月から約１年間、周知用チラシの配付及び年金

受給者へのご案内についてご協力いただきありがとうございました。（周知用チラシの配付は令和８

年５月25日（月）に終了しました。）

○令和８年５月26日（火）以降、順次、氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりますが、年金

受給者の場合は、戸籍等に記載された氏名のフリガナが年金記録の氏名のフリガナと異なると、年金

関係の手続きが必要になる可能性があります。引き続き、以下の記載内容に関するご案内のご協力を

お願いいたします。

【戸籍法改正関係】
戸籍等に氏名のフリガナが記載されることに伴う年金に関するお願い

年金受給者にご案内いただきたいこと

日本年金機構ホームページ（特設ページ）掲載先
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令和８年６月中旬の情報をもとに対象者を抽出し、利用勧奨のご案内を送付するため、すで

に口座振替やクレジットカード納付をお申込みいただいている方や、国民年金第１号被保険者

ではなくなった方にもお知らせが届く場合がありますので、ご留意ください。

口座振替及びクレジットカード納付を利用していない方へ利便性や前納制度による割引等を周知し、

利用勧奨を行います。

送付対象者

口座振替納付及びクレジットカード納付を利用していない方のうち、下記のいず

れにも該当する方

1. 令和６年５月分から令和８年４月分に未納がない方

2. 令和８年４月分の保険料が定額納付済の方

※令和８年６月11日（木）から令和８年６月12日（金）に対象者を抽出

送付時期 令和８年８月３日（月）（予定）

送付物

１．国民年金保険料口座振替納付申出書兼還付金振込方法申出書

２．国民年金保険料クレジットカード納付申出書

３．勧奨用リーフレット（本誌P４～P５をご確認ください。）

４．返信用封筒

※「国民年金保険料口座振替納付申出書兼還付金振込方法申出書」及び「国民年金

保険料クレジットカード納付申出書」は、被保険者の基礎年金番号、生年月日及び

住所が印字されたものを送付します。

※口座振替については、マイナポータルを経由し「ねんきんネット」による口座振

替申出の手続きが可能です。

留意事項

 口座振替及びクレジットカード納付の利用勧奨を行います
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1．金融機関等へ行く手間が省けます

2．保険料の納め忘れがありません

3．口座振替は前納割引で、さらにお得です
※クレジットカード納付は納付書と同額の割引が受けられます

なんで便利でお得なの？

口座振替・クレジットカードでの

納付が便利でお得 ってご存じでしたか？

日本年金機構ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/

国民年金保険料を納付書で納めている方へ

▼保険料額と前納割引額 【令和８年度】

②クレジットカード①口座振替

手続き方法

2608 1016 001

お手続き完了後、口座振替をご希望の方は「国民年金保険料口座振替開始（変更）通知書」、クレジットカード納付をご希望の方は

「国民年金保険料クレジットカード納付開始（変更）通知書」でお支払いの開始月、納付金額および納付期間をお知らせします。

※一部のインターネット専業銀行（ネット銀行）の口座では口座振替の利用はできません。

口座振替が可能な金融機関については日本年金機構ホームページをご確認ください。

●オンラインで手続き

オンラインによる口座振替のお申し込みができます。

●書面で手続き

申出書の記入や金融機関届出印の押印が不要で、ご自宅
からいつでも申出可能です。また、１～２カ月程度で振
替を開始できますので、オンラインでのお申し込みをぜ
ひご利用ください。
※一部の金融機関では対応できません。

クレジット

ＣＲＥＤＩＴ ＣＡＲＤ

※クレジットカード納付は、立替納付の開始までに２カ月

程度かかる場合があります。

※クレジットカード名義人が本人・配偶者以外の場合は、

同意書によるカード名義人の同意が必要です。

同意書は、日本年金機構ホームページ「申請・届出様

式」に掲載していますので、ご利用ください。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。

検索国民年金 口座振替 電子申請

「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出
書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。

※２年前納の場合は、１カ月分の保険料額（17,920円）と同程度の割引が受けられます。
※口座振替およびクレジットカードによる前納を希望する場合、いつでもお申し込みができ、振替(立替納付)開始時から年度末
（または翌年度末）までの保険料をまとめて振替(立替納付)ができます。
なお、直近の４月から２年分の保険料の前納（開始）を希望される場合は、振替(納付)方法を「２年前納（４月開始）」を選択
のうえ、申出書を２月末までに日本年金機構に提出（必着）してください。

「国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書兼還付金
振込方法（変更）申出書」に必要事項を記入のうえ、提
出してください。

勧奨用リーフレット（おもて面）
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記入例

口座振替納付申出書

クレジットカード納付申出書

太枠の部分をご記入ください。

❶印字された基礎年金番号と生年月日を確認

のうえ、本人の氏名をご記入ください。

申出書は、口座振替とクレジットの2種類あります。どちらかに記入し、返信用封筒でご提出ください。

【ご注意ください】

・「国民年金保険料口座振替依頼書（金融機関・ゆうちょ銀行用）」の記入事項を訂正する場合は、必ず訂正印（届出印）を押印してください。

・国民年金保険料口座振替納付申出書兼還付金振込方法申出書（年金事務所用）および国民年金保険料口座振替依頼書（金融機関・ゆうちょ銀行

用）の両方を切り取らずにご提出ください。

❹金融機関への届出印を鮮明に押印してください。

❸クレジットカード会員の方が自署でご記入ください。

被保険者本人のクレジットカードであっても、クレジットカード

名義人名をご記入ください。

❹本人以外の場合に電話番号をご記入ください。

被保険者との続柄が本人・配偶者以外の場合は、クレジットカード

名義人に対して、電話又は書面による同意確認を行っています。

太枠の部分をご記入ください。

❷希望する納付方法の番号に〇を付けてください。

※保険料の割引額は「６カ月前納」、「１年前納」、

「２年前納(２年前納(４月開始))」の順に大きくなります。

（2年前納がもっともお得です）

❸被保険者本人の口座であっても口座名義人氏名をご記入ください。

（記入漏れにご注意ください。）

❶印字された基礎年金番号と生年月日を確認

のうえ、本人の氏名をご記入ください。

❶

❶

❸ ❹

❷

❷

❶

❹
❸

❹❷

❸

❷希望する振替方法の番号に〇を付けてください。

※保険料の割引額は「当月末振替(早割)」、「６カ月前納」、「１年前納」、

「２年前納(２年前納(４月開始))」の順に大きくなります。

（2年前納がもっともお得です）

勧奨用リーフレット（うら面）
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上記の申請を希望する方から相談があった場合は、電子申請を利用いただくようご案内をお願い

いたします。

マイナポータルからスマートフォンで国民年金手続の電子申請ができます。

対象の申請は以下の通りです。

対象となる申請

１．国民年金（第1号被保険者）加入の届出

２．国民年金保険料 免除・納付猶予の申請

３．国民年金保険料 学生納付特例の申請

４．国民年金付加保険料納付申出（辞退）の申出

５．国民年金付加保険料該当（非該当）の届出

６．国民年金保険料の産前産後免除の届出

７．国民年金保険料の口座振替納付（変更）の申出（※）

８．国民年金保険料の口座振替辞退の申出（※）

※項番7、8の申請にはマイナポータルとねんきんネットの認証連携が必要です。

スマートフォンを使った国民年金に関する申請について

電子申請の利用方法等については、日本年金機構ホームページで動画も公開しております。

マイナポータルとねんきんネットの認証連携によるメリット

ホームページ・動画はこちら
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshi_kokunen.html

・簡単に電子申請ができる

・申請漏れの防止に繋がる

• 年金記録の確認、年金見込額の試算
• 免除や猶予の承認を受けた期間についてさかのぼって納付（追納）できる期間や保険料額の確認

翌年度以降も在学予定の方へ

電子申請用データを送付

該当する見込みの方へ

電子申請用データを送付

学生納付特例の更新

免除・納付猶予の案内

マイナポータルとねんきんネットを認証連携することにより、免除・納付猶予や学生納付特例が

簡単に電子申請ができるデータをマイナポータルへ送付します。

また、マイナポータルと認証連携することにより、ねんきんネットで以下の内容をスムーズに
確認できます。

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshi_kokunen.html
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特別徴収事務ご担当者様へ

介護保険料等の特別徴収事務において注意していただきたい事項をまとめています。特別徴

収における各種通知の情報交換が正しく実施されないことにより、正常に処理ができないとい

う事態を避けるため、「かけはし」を担当課へ必ず回覧ください。

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

今回、過去の事例を踏まえた特別徴収依頼通知（年次）及び各種異動通知（月次）（以下、

特別徴収依頼通知等という。）の情報交換における留意事項をご紹介いたしますので、ご活用

ください。また、「かけはし」第100号（令和８年５月発行）にも特別徴収に関する内容を掲

載しておりますのであわせてご確認ください。

なお、掲載している事例はあくまで一部のものとなります。特別徴収依頼通知等を作成いた

だく際は、必ず情報交換媒体作成における仕様書等をご確認いただくようにお願いします。

特別徴収依頼通知等の情報交換において、下記の事例のように日本年金機構（以下、機構と

いう。）に特別徴収依頼通知等を送信できていなかった・誤った特別徴収依頼通知等を送信し

てしまったといったご相談をいただきます。

送信時の作業手順の誤り等により、国民健康保険連合会・地方税共同機構

（以下、経由機関という。）に特別徴収依頼通知等を送信できず、結果として

機構に特別徴収依頼通知等が送信されなかった。

経由機関に、特別徴収依頼通知等を送信したが、送信結果の確認を失念し、

送信エラーとなっていることに気付かず、結果として特別徴収依頼通知等が

機構に送信されなかった。

特別徴収依頼通知等の作成を委託していた業者が誤った特別徴収依頼通知等

を経由機関に送信し、結果として正しい特別徴収依頼通知等が機構に送信され

なかった。

事例１

事例２

事例３

事例１～事例３のように、特別徴収依頼通知等の送信を漏らしてしまったり、誤った特別徴

収依頼通知等を送信してしまうと、特別徴収が行えない・正しい額を特別徴収できない・特別

徴収を止めなければならないのに止められない等、特別徴収事務ご担当者様はもちろんのこと、

住民の方々にもご負担になりますので、特別徴収依頼通知等の送信漏れや送信誤りにご注意く

ださい。

なかでも、特別徴収依頼通知（年次）の情報交換は、１年間の特別徴収の実施の可否や徴収

金額をお知らせいただく大変重要な通知となります。細心の注意を払い、特別徴収依頼通知

（年次）の作成及び送信を行っていただきますようお願いいたします。

特別徴収依頼通知（年次）の送信漏れ等により、機構において特別徴収依頼通知が収録でき

なかった場合、当該年度の特別徴収を行うことができず、普通徴収で対応いただくことになり

ます。

1. 特別徴収依頼通知等の送信漏れや送信誤り

特別徴収依頼通知等の情報交換において注意していただきたいこと
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① 「41-01（死亡による停止）」を機構に通知すると、公的年金からの特別徴収が停止

になるとともに、年金の支払いも停止となります。特別徴収を停止するときはその契

機をご確認いただき、死亡以外の事由による停止の場合は「41-01（死亡による停

止）」を機構に通知しないよう、十分ご注意ください。

② 他市区町村に転出後、転出元市区町村から「41-02（転出による停止）」が通知され

ていない場合、転出元の市区町村で特別徴収が継続されるだけでなく、転出先市区町

村から通知される「特別徴収追加依頼通知（31-02）」がエラーとなり、転出先の市

区町村で特別徴収が行えなくなりますので、通知の作成漏れがないよう十分ご注意く

ださい。

③ 資格喪失等通知を作成する際、各種年月日欄（事実発生日）の日付が、作成年月日欄

の日付より後の日付になっている場合、機構で処理する際にエラーとなり、特別徴収

が継続されますので、各種年月日欄に作成年月日欄の日付より後の日付を設定しない

ようご注意ください。

④ 個人住民税の「41-02（転出による停止）」を作成する際、停止年月欄に翌年度４月

を設定するようお願いいたします。停止年月欄に翌年度４月以外が設定されている場

合、機構で処理を行う際にエラーとなり、特別徴収が継続されますので、ご注意くだ

さい。また、通知を送付する場合は、２月の情報交換に間に合うように経由機関に送

信いただきますようお願いします。

（1）特別徴収を止めたいとき

2. 特別徴収依頼通知等の作成誤り

「特別徴収税額等変更通知（63-01）」を作成する際、各種金額欄の設定方法が適切では

ない（変更前の支払回数割特別徴収額を設定するべきところ、“0”を設定している等）た

め、機構で処理を行う際にエラーとなり、特別徴収額が変更できないケースが見受けられ

ます。各種金額欄の設定について、媒体仕様書の内容を再度確認いただきますようお願い

いたします。

（2）仮徴収額を変更したいとき

「仮徴収額変更依頼通知（61-00）」を作成する際、各種金額欄の金額１に変更後仮徴収

額を設定し、金額２及び金額３には全桁“0”を設定する必要がありますが、金額１にも

“０”が設定されているケースが見受けられます。金額１に誤って“０”を入れると仮徴収額

が「０円」に変更され、特別徴収が行えなくなるため、十分ご注意ください。

（3）特別徴収税額等を変更したいとき
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介護保険料等の特別徴収にかかるお問合せ先

【市区町村様からのお問合せ先】
日本年金機構 特定事業部 年金支払調整グループ（03-5344-1100（代表））

【年金受給権者様からのお問合せ先】
お近くの年金事務所または、ねんきんダイヤル（0570-05-1165）

（4）住所地特例対象者を通知するとき

① 市区町村から、機構に「81-01(住所地特例該当通知)」を通知したにも関わらず、

年次の特別徴収対象者情報が送付されてこないとの照会を多くいただきます。

「81-01(住所地特例該当通知)」は、毎年４月から翌年３月の期間に機構に通知され

た場合、翌年度の年次の対象者抽出処理の際に反映されます。

また、機構における年次の対象者抽出処理は、毎年４月に行われますが、４月に通

知された「81-01(住所地特例該当通知)」は５月に機構で処理が行われます。そのた

め、４月に「81-01(住所地特例該当通知)」を通知いただいた者については、翌年度

に住所地特例対象者として特別徴収対象者情報を、経由機関を通じて市区町村に送

付します。

② 年度の途中で特別徴収を中止した場合は、住所地特例も解除され、翌年度の年次の

特別徴収対象者情報が、住所地特例解除前の市区町村に通知されないことに注意し

てください。

この場合、機構が年次の特別徴収対象者情報を作成する４月の処理に間に合わせる

ため、3月の情報交換までに、「81-01（住所地特例該当通知）」をあらためて通知

してください。

この通知を受けて、機構は、翌年度に住所地特例対象者として特別徴収対象者情報

を、経由機関を通じて市区町村に送付します。

③ 住所地特例対象者として特別徴収を行っている方が、改めて特別徴収を行っている

市区町村に住民登録が行われると、機構から特別徴収追加候補者情報「30-02（住所

変更者）」を送付します。

このとき、既に介護保険料のみ特別徴収を行っている方について、新たに国民健康

保険料（税）または後期高齢者医療保険料の特別徴収を開始しようとする場合には、

特別徴収継続中の介護保険料についても「31-01（対象者）」として特別徴収追加

依頼通知をお願いいたします。

特別徴収継続中であることを理由として、介護保険料を「31-03（非対象者）」で

通知すると、特別徴収開始依頼通知が経由機関においてエラーとなり、国民健康保

険料（税）または後期高齢者医療保険料の特別徴収が行えませんのでご注意くださ

い。

※「31-01（対象者）」通知に対して、介護保険料の特別徴収追加依頼処理結果通知

は「31-51（相関性エラー）」となりますが、介護保険料の特別徴収は継続されます。
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年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書について

送付対象者と送付物

公金受取口座登録法の改正により、年金振込口座の情報を厚生労働省からデジタル庁に提供

し、公金受取口座として登録することが可能となりました。

そのため、令和８年８月から令和９年２月（予定）にかけて、年金受給者へ、年金振込口座

を公金受取口座として登録することについて同意されるか、ご意向を確認させていただくため、

「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」（以下、「意向確認書」という。）

を簡易書留でお送りします。

年金受給者等から意向確認書についてお問い合わせがあった場合は、下記のフリーダイヤル

または日本年金機構ホームページをご案内ください。

送付対象者

令和８年４月15日時点で65歳以上（昭和36年４月16日以前生まれ）の年金受給者
※公金受取口座の既登録者や令和８年４月に年金が支払われなかった者（全額支給停止、振込不能）など、

一部対象外となる者がいます。

お問い合わせ先

※『意向確認書照会専用フリーダイヤル』は、令和８年８月４日（火）から開設します。

※市区町村窓口や年金事務所窓口では対応しないことを、意向確認書に明記するとともに、日本年金

機構ホームページ等でもご案内しております。

『意向確認書照会専用フリーダイヤル』

0120-74-0011

月曜日  8:30～19:00
火曜日～金曜日 8:30～17:15 
第2土曜日  9:30～16:00

◆意向確認書や公金受取口座登録不同意申出書の提出状況などに
関するお問い合わせ

受付時間
（年末年始を除く）

・月曜日が祝日の場合は、翌日以降の平日の初日に19：00まで相談をお受けします。
・第2土曜日以外の土曜日、日曜日、祝日、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

（フリーダイヤルがご利用できない場合）
TEL：050-3524-7372

平 日 9:30～20:00 
土日祝 9:30～17:30

(音声ガイダンス:６番)

『マイナンバー総合フリーダイヤル』

 0120-95-0178

◆公金受取口座登録制度など、マイナンバー制度に関する
全般的なお問い合わせ

（フリーダイヤルがご利用できない場合）
TEL：050-3816-9405

受付時間
（年末年始を除く） 

意向確認書及び同封物のイメージ（本誌P11～P17をご確認ください。）



11

July2026＜Vol.101＞ 

意向確認書及び同封物のイメージ

意向確認書（おもて面）
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意向確認書及び同封物のイメージ

意向確認書（うら面）
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意向確認書及び同封物のイメージ

意向確認書に関するご案内（おもて面）
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意向確認書及び同封物のイメージ

意向確認書に関するご案内（うら面）
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意向確認書及び同封物のイメージ

公金受取口座登録制度のお知らせ（おもて面）
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意向確認書及び同封物のイメージ

公金受取口座登録制度のお知らせ（うら面）
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意向確認書及び同封物のイメージ

封筒・目隠しシール



令和８年度「わたしと年金」エッセイの募集周知をお願いします！
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「わたしと年金」エッセイの募集に
あたっては、ポスターやリーフレッ
トを用意しています。

募集期間中のポスターの掲示やリー
フレットの設置につきまして、ぜひ、
ご理解とご協力をお願いします。

日本年金機構では、市（区）役所または町村役場をはじめ関係機関・関係団体の協力のもと、

地域に根ざした公的年金制度の周知・啓発活動を「地域年金展開事業」と位置付け、積極的に

実施しているところです。

その一環として、広く皆さまに公的年金制度との関わりを考えていただくよう、ご自身やご

家族との公的年金制度の関わり、公的年金の大切さなどをテーマに、「わたしと年金」エッセ

イを募集しています。

応募作品の中から厳正な審査のうえ、優れた作品について、厚生労働大臣賞、日本年金機構

理事長賞、その他各賞を選定し、受賞者の方に表彰状の授与や記念品を贈呈するほか、作品を

日本年金機構ホームページへ掲載します。

■主催：日本年金機構■

後援：厚生労働省、文部科学省、全国高等学校長協会、全国都道府県教育委員会連合会

■応募資格■

中学生以上の方

■応募締切■

令和８年９月７日（月）当日消印有効

■提出先■

〒１６８ー８５０５ 東京都杉並区高井戸西３－５－２４

日本年金機構 事業推進統括部 地域年金事業グループ「わたしと年金」担当

■賞■

厚生労働大臣賞、日本年金機構理事長賞、優秀賞、入選

（表彰状の授与並びに記念品を贈呈します。）

※ 応募要項や過去の受賞作品等、詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。



令和６年度日本年金機構理事長賞 受賞作品
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「わたしと年金」エッセイの受賞作品をアニメーション化し、日本年金機構ホームページに公開し

ています。年金について学生の方や現役世代の方の体験談を掲載していますので、ぜひご覧くださ

い。

①パソコンの場合

日本年金機構のホームページからご視聴ください。

https://www.nenkin.go.jp/info/torikumi/nenkin-essay/index.html

②スマートフォンの場合

右の二次元コードを読み取り、ご視聴ください。

「わたしと年金」エッセイアニメーション動画特設ページ

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/animation.html

（上記の日本年金機構ホームページからもご視聴いただけます。）

動
画
の
視
聴
方
法

令和６年度厚生労働大臣賞 受賞作品

■あらすじ■

子供が生まれる予定日の１か月前、夫が原因不明の脳炎で倒

れ、意識が戻らない状態となってしまった。

夫はなんとか意識を取り戻したものの後遺症が重く、自身が

家族を支えていかなければならない状況となり、社会保険労務

士を目指すことにしたわたしは・・・

■あらすじ■

母の眼の病気が悪化したため眼科を受診したところ、身体障

害者二級相当だと判明した。

新型コロナウイルスの影響でただでさえ家庭が経済的に厳し

い状況にあり、高校へ進学することができるのか不安に感じて

いたところ、障害年金の受給資格があることを知り・・・

「わたしと年金」エッセイ

「わたしと年金」エッセイアニメーション動画のご案内

https://www.nenkin.go.jp/info/torikumi/nenkin-essay/index.html
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/animation.html
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はじめに

52 障害年金講座

はじめに

目次

Vol.

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

「障害年金講座」コーナーでは、市区町村職員の皆様方向けに、障害年金に関する窓口事務で

の注意点やよくある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。

毎号、市区町村職員の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今後

ともよろしくお願いします。

今回のテーマは

障害年金ヘルプデスクQ＆Aの更新箇所の解説 です。

令和８年３月に障害年金ヘルプデスクQ＆Aが更新され、年金事務所から市区町村に提供してい

るところです。（まだ提供がない場合は管轄の年金事務所へお問い合わせください。）

今回は、新設されたQ1-1（28）について解説します。

障害年金ヘルプデスクQ＆Aの更新箇所（Q1-1（28））の
概要

１

Q1-1（28） 悪性新生物で請求する場合に、その他の障害用の診断書の「血液・造血器」や

「免疫機能障害」欄の記載は必要ですか。

A. 悪性新生物については、障害認定基準の第16節「悪性新生物による障害」により審査を

行うことになります。その場合、診断書の「血液・造血器」や「免疫機能障害」欄につい

ては記載がなくても審査可能な場合もありますので、基本的にそのまま受理してください。

記載されている場合は、その内容について参考とする場合がありますので、削除する必要

はありません。

障害年金センター
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〇 診断書の記載例

悪性新生物については、主に⑮
「その他の障害」の欄の内容で
審査しますので、⑬「血液・造血
器」の欄に記載がなくても審査
可能な場合もあります。
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悪性新生物については、主に⑮
「その他の障害」の欄の内容で
審査しますので、⑭「免疫機能
障害」の欄に記載がなくても審
査可能な場合もあります。
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＜参考＞障害年金の請求で見かける傷病等

肺がん、胃がん、乳がん、前立腺がんや、骨や筋肉にできる肉腫、血液のがん（白血
病・悪性リンパ腫）などが含まれます。

※ なお、血液のがんについては、障害認定基準（第１４節／血液・造血器疾患による
障害）で認定されます。

悪性新生物とは、一般的に「がん」や「悪性腫瘍」と呼ばれ、体内の正常な細胞が遺伝子の異

常により無秩序に増殖し、周囲の組織を破壊・浸潤したり、血管やリンパ管を通って他の臓器へ

転移したりする、生命を脅かす可能性のある病態のことです。正常な細胞の増殖制御が失われ、

際限なく増え続けるのが特徴で、がん（癌腫）、肉腫（にくしゅ）、白血病などが含まれます。

２ 悪性新生物とは

３ 相談窓口における請求者への適切な説明

〇 請求者の具体的な障害の状態の確認に当たっての留意事項

① 請求傷病が「がん」である場合、原則、様式第１２０号の７（血液・造血器、その他の障害

用）の診断書にて認定を行うため、障害の状態などの未記入や記載不備のないようにご案内

願います。

② また、診断書作成医が上記診断書により請求者の障害の状態を適切に評価できない場合等は、

他様式の診断書による提出、又は、追加して他様式の診断書を提出することも可能です。

③ なお、提出された診断書により障害年金センターの障害認定医による認定の結果、必要に応

じ照会を行うことがありますので予めご承知おき願います。
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目次

４ ＜参考＞各障害用の診断書について

診断書様式 傷病 掲載号

診断書様式第120号の4 精神の障害用 かけはし第86号
（令和６年１月12日）

診断書様式第120号の3 肢体の障害用 かけはし第８7号
（令和６年３月１日）

診断書様式第120号の6
（2）

腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 かけはし第88号
（令和６年５月１日）

診断書様式第120号の５ 呼吸器疾患の障害用 かけはし第89号
（令和６年７月１日）

診断書様式第120号の6
（1）

循環器疾患の障害用 かけはし第90号
（令和６年９月２日）

診断書様式第120号の7 血液・造血器、その他の障害用 かけはし第91号
（令和６年11月１日）

診断書様式第120号の2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・
嚥下機能、音声又は言語機能の障害用

かけはし第92号
（令和７年１月15日）

診断書様式第120号の1 眼の障害用 かけはし第93号
（令和７年３月３日）

傷病による障害の状態に応じ複数の診断書を提出する場合は、請求者の障害の状態を確認し、

適切な診断書を配布願います。

なお、「かけはし」第86号から「かけはし」第93号にかけて、各障害用の診断書の解説を掲載

していますので、ご参照ください。

診断書交付時のお願い

• 「診断書の記載漏れ防止」の観点より、診断書交付時に記入上の注意について可能な限り説明

をお願いします。

• 診断書にあります記入上の注意は、切り離さないまま診断書作成医に渡していただくよう説明

をお願いします。

• なお、上記の「かけはし」では、「診断書」と「記入上の注意」（表裏両面）をセットにした

ものを掲載していますので、両面印刷し、診断書と一緒に病院に持参できるよう診断書交付時

にご活用ください。
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＜産前産後期間の国民年金保険料が免除になります＞

●対象となる方

平成31年２月１日以降に出産された国民年金第１号被保険者です。

●国民年金保険料の納付が免除される期間

届出された場合は、国民年金保険料が一定期間（※）免除されます。

※単胎の方：出産予定月（または出産月）の前月から４か月分。

多胎の方：出産予定月（または出産月）の３か月前から６か月分。

●届出時期

出産予定日の６か月前から届出できます。出産後の届出はいつでも可能です。

●手続きをするメリット

産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢

基礎年金の受給額に反映されます。

●すでに該当期間分の保険料を納付している場合

届出をされた場合は、該当期間分の保険料を後日お返しします。

●すでに該当期間分の保険料の免除等申請が承認されている場合

すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能

です。

●マイナポータルを利用した電子申請で簡単に手続きができます

マイナポータルを利用した電子申請で24時間365日、簡単に手続きができます。マイナポータ

ルの利用者登録をしていただき、利用者登録が完了すると、手続きが可能となります。

市区町村広報誌の原稿にご利用ください！
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編集後記

今号もご一読いただきありがとうございました。梅雨明けが恋しい季節となりましたが、皆様い
かがお過ごしでしょうか。
今号では、戸籍等に氏名のフリガナが記載されることに伴う年金に関するお願い、口座振替及び

クレジットカード納付の利用勧奨について記載しました。皆様の業務の一助となれば幸いです。
「かけはし」は、今年度も皆さまのご意見とご要望をいただきながら、業務に役立つ情報を提供し
てまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

日本年金機構 事業推進統括部 地域年金事業グループ

July2026＜Vol.101＞ 


